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控訴の提起に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 25 年 6 月 25 日に東京地方裁判所において受けました第一審判決（平成 25 年 6 月 27 日付

けで開示済み）について、本日、東京高等裁判所に控訴を行いましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．控訴提起に至る経緯 

本件事件は、平成 23 年８月 22 日「訴訟の提起に関するお知らせ」にて開示いたしました通り、

当社の認識していない保証債務 6 億 7998 万 3311 円について、原告リカーショップ株式会社（旧商

号：インターサービス株式会社）より保証債務履行請求の訴えを提起されたものであります。 

当社は、約 2 年間にわたり本件保証債務は当社の取締役会にて決議されておらず、本件保証債務

履行請求の理由は存在しない旨を中心に主張してまいりましたが、平成 25 年 6 月 25 日、保証債務

額 6億 7971 万 6962 円及びこれに対する平成 20 年 11 月８日から支払済みまで年 15％の割合による

金員（本日現在では合計するとおよそ 11 億 5200 万円）を支払えとの判決であり、原告の主張を全

面的に容認するものでありました。 

当社としては、本判決は到底承服しがたいものでありますので、本日、東京高等裁判所に控訴い

たしました。 

 

 ２．控訴提起日および控訴受付番号 

    東京高等裁判所 平成２５年７月１０日 

    事件番号    平成２５年（ワネ）１９００号 

 

３．今後の見通し 

本件訴訟については、平成 25 年３月期に引当金 3 億 5000 万円を計上しており、本控訴により新

たに引当金を計上することはありません。今後、平成 26 年３月期の業績に与える影響が明らかにな

った場合には、速やかにお知らせいたします。 

本件訴訟の今後の経過及び進捗につきましては、適時お知らせしてまいります。 

 

 

以 上 


